
くりはらし

農業委員会だより

ラジコンヘリによる農薬散布の様子
　８月上旬に志波姫刈敷地区の水田では、ラジコンヘリ
によるカメムシ防除が行われていました。

○ 会長挨拶、委員会構成……………２Ｐ
○ 地区担当農業委員の紹介…………３Ｐ
○ 農政委員会、運営委員会…………４Ｐ
○ 農地パトロールの実施について…５Ｐ
○ 農業委員会からのお知らせ………６Ｐ

主 な 内 容
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平成23年９月１日発行

９月から１０月は「秋の農作業安全確認
運動期間」です。農作業事故防止に努め
ましょう！！
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お申し込は・お問合せは、栗原市農業委員会事務局まで　電話　４２−１２３９

栗
原
市
農
業
委
員
会

会
長
の
あ
い
さ
つ
　
　
　
　

会
　
長
　
門も
ん

　
傳で
ん

　 

　
仁ま
さ
し　 

　

会　

長　

門
傳　
　

仁
（
一
迫
）

　

会
長
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　

鈴
木　

康
則
（
若
柳
）

　
農 

地 

部 

会

 

第
一
農
地
部
会 

　
　（
築
館
、
高
清
水
、
一
迫
、
瀬
峰
）

◎
大
場
　
次
郎
（
瀬
峰
、
公
選
）

○
大
澤　

洋
介
（
高
清
水
、
公
選
）

　
狩
野
　
和
義
（
一
迫
、
公
選
）

　
佐
藤
　
一
安
（
一
迫
、
公
選
）

　
白
石
　
　
晃
（
築
館
、
公
選
）

　
黒
澤
　
光
啓
（
一
迫
、
公
選
）

　
高
橋
　
文
義
（
築
館
、共
済
推
薦
）

　
米
山
　
嘉
彦
（
瀬
峰
、
公
選
）

　
髙
橋
　
馨
一
（
築
館
、
公
選
）

　
及
川
　
正
一
（
高
清
水
、
公
選
）

　
菅
原
　
正
幸
（
築
館
、
公
選
）

　
高
橋
　
　
渉
（
築
館
、
公
選
）

　
白
鳥
　
慎
悦
（
築
館
、
公
選
）

　
門
傳
　
　
仁
（
一
迫
、
公
選
）

　
佐
藤
　
秀
男
（
一
迫
、
公
選
）

　
佐
竹
き
み
子
（
築
館
、議
会
推
薦
）

 

第
二
農
地
部
会

　
　（
若
柳
、
金
成
、
志
波
姫
）

◎
佐
々
木
　
弘
（
志
波
姫
、
公
選
）

○
小
野
　
大
介
（
若
柳
、
公
選
）

　

菅
原　

正
雄
（
金
成
、
公
選
）

　

鈴
木　

春
江
（
若
柳
、
公
選
）

　

阿
部　

政
紀
（
若
柳
、
公
選
）

　

鈴
木　

康
則
（
若
柳
、
公
選
）

　

多
田　

仁
一
（
金
成
、
公
選
）

　

吉
尾　

三
郎
（
栗
駒
、農
協
推
薦
）

　

三
浦　

初
男
（
志
波
姫
、
公
選
）

　

千
葉　

和
惠
（
志
波
姫
、
議
会
推
薦
）

　

三
浦　

昭
良
（
志
波
姫
、
公
選
）

　

佐
藤　

和
朋
（
金
成
、
公
選
）

　

上
山
喜
志
雄
（
若
柳
、
公
選
）

　

阿
部　

正
一
（
金
成
、
公
選
）

　

尾
形
陽
一
郎
（
志
波
姫
、
公
選
）

　

岩
淵　

敬
一
（
若
柳
、
公
選
）

　

千
田　

正
敏
（
金
成
、
公
選
）

 

第
三
農
地
部
会

　
　（
栗
駒
、
鶯
沢
、
花
山
）

◎
菅
原
　
英
俊
（
鶯
沢
、
公
選
）

○
佐
々
木
吉
司
（
栗
駒
、
公
選
）

　

狩
野　

正
行
（
鶯
沢
、
公
選
）

　

菊
池　

鐵
郎
（
栗
駒
、
公
選
）

　

狩
野　

善
典
（
花
山
、
公
選
）

　

菅
原　

一
志
（
栗
駒
、
公
選
）

　

千
葉　

優
子
（
花
山
、議
会
推
薦
）

　

千
葉　

幸
雄
（
花
山
、
公
選
）

　

秋
山　

憲
義
（
栗
駒
、
公
選
）

　

土
井　

孝
敏
（
栗
駒
、
公
選
）

　

佐
竹　

榮
一
（
栗
駒
、
公
選
）

　

佐
々
木
和
男
（
鶯
沢
、土
改
推
薦
）

　

菅
原　
　

徹
（
栗
駒
、
公
選
）

　
※
◎
農
地
部
会
長

　
　
○
農
地
部
会
長
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　

農
業
委
員
会
の

　
　
　
　
　
　
　

活
動
に
つ
い
て
、

日
頃
よ
り
ご
理
解
、
ご
協
力
を
い
た

だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

７
月
の
農
業
委
員
全
国
統
一
選
挙

に
よ
り
新
た
に
農
業
委
員
が
選
任
さ

れ
ま
し
た
。
今
後
の
３
年
の
任
期
の

間
、
農
地
行
政
の
適
正
な
実
施
は
も

と
よ
り
、
農
業
者
の
公
的
代
表
で
あ

る
農
業
委
員
会
と
し
て
、「
か
け
が

え
の
な
い
農
地
と
担
い
手
を
守
り
、

力
強
い
農
業
を
作
る
『
か
け
橋
』」

と
の
組
織
理
念
の
も
と
、
農
地
の
確

保
と
有
効
利
用
、
担
い
手
の
確
保
育

成
の
取
組
を
一
層
強
化
し
活
動
し
て

参
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。
特
に
、
農
業
・
農

地
に
関
し
ま
し
て
は
、
法
律
的
な
こ

と
も
多
々
あ
り
ま
す
の
で
、
地
区
担

当
の
農
業
委
員
等
に
相
談
し
な
が
ら

適
切
に
手
続
き
等
を
進
め
て
い
た
だ

き
、
農
業
委
員
会
を
身
近
に
ご
活
用

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
と
存
じ
ま
す
。

　

さ
て
、
東
日
本
大
震
災
に
起
因
し

た
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
放
射

能
汚
染
に
つ
い
て
は
、
米
の
収
穫
を

目
前
に
し
て
極
め
て
憂
慮
す
べ
き
事

態
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
農
業
委
員

会
系
統
組
織
と
い
た
し
ま
し
て
は
、

随
時
、
国
や
県
等
に
要
請
し
て
き
て

お
り
ま
す
が
、
今
後
発
生
す
る
で
あ

ろ
う
風
評
被
害
等
の
諸
問
題
に
対
し

て
、
農
政
委
員
会
等
の
調
査
研
究
を

踏
ま
え
、「
建
議
」
や
「
意
見
の
公
表
」

を
通
じ
て
関
係
各
方
面
へ
の
要
請
等

の
活
動
を
強
力
に
推
し
進
め
て
ま
い

り
ま
す
。ま
た
、再
度
先
送
り
に
な
っ

た
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
に
つ
い
て
も
、
関
係

団
体
と
協
力
し
な
が
ら
、
反
対
の
立

場
で
持
続
的
な
運
動
を
展
開
し
て
い

く
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
年
３

月
に
発
生
し
た
「
東
日
本
大
震
災
」

で
被
災
さ
れ
た
皆
様
に
衷
心
よ
り
お

見
舞
い
申
し
上
げ
、
ご
挨
拶
と
い
た

し
ま
す
。

■ 

農
業
委
員
会
委
員
が
改
選
さ
れ
ま
し
た
！

　

任
期
満
了
に
伴
う
農
業
委
員
会
委
員
の
改
選
が
行
わ
れ
、
７
月
25
日
に
開
催

さ
れ
た
農
業
委
員
会
総
会
に
お
い
て
、
下
記
の
と
お
り
農
業
委
員
会
及
び
各
農

地
部
会
の
委
員
構
成
等
が
決
定
し
ま
し
た
。

農
業
委
員
会
委
員
構
成



くりはらし農業委員会だより3

農業者年金に加入しましょう ! 農業者年金は保険料の額を自由に決められる年金です。
詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。　電話　４２−１２３９

　 築 館 地 区
髙橋　馨一（上町、南町、中町、西町、北町、
　　　　　　下町、東町、伊豆一区、伊豆二区、
　　　　　　駅前、坂下、館下、赤坂、成田、
　　　　　　佐野、萩沢、高森）
佐竹きみ子（下萩沢、中照越、下照越）
白石　　晃（蟹沢、八沢、上照越）
菅原　正幸（横須賀、太田）
高橋　　渉（秋山、本木、八幡町、宮野上町、
　　　　　　宮野下町、留場北、留場南、芋埣）
白鳥　慎悦　（花の木、大堀、黒瀬、
高橋　文義　　沖富、根岸）

　 若 柳 地 区
岩淵　敬一（三田鳥、下在、北浦、中町）
小野　大介（有賀、上在、町舘、新町一、新町二）
阿部　政紀（大林一、大林二、福岡、新山、上町）
上山喜志雄（元町一、元町二、元町三、片町一、
　　　　　　片町二、大袋、荒町、並柳、
　　　　　　十文字、我門、北二股）
鈴木　春江（南大通、下町一、下町二、八木、
　　　　　　川原、南二又、大畑、峯）
鈴木　康則（大目、新田、内谷川、かけ、
　　　　　　米ヶ浦一、米ヶ浦二、多賀）

　 栗 駒 地 区
菅原　　徹（耕英、滝ノ原、日照田、馬場、
　　　　　　三丁、若木）
佐竹　榮一（茂庭町、六日町、八日町、四日町、
　　　　　　東方区、下小路、上小路上、
　　　　　　上小路下、中野上、中野下、上野）
菅原　一志（猿飛来上、猿飛来下）
土井　孝敏（里谷、深谷、鳥沢下、鳥沢北、
　　　　　　鳥沢南）
菊池　鐵郎（荒砥沢、新田、角ヶ崎、川東、
　　　　　　川西、山口、中文字、下文字）
佐々木吉司（八幡、桜田上、桜田下、菱沼、
　　　　　　栗原根岸、栗原沖）
秋山　憲義（芋埣、渡丸、泉沢、田高田、町田、
　　　　　　西田）
吉尾　三郎（高松、清水田、宝領、大鳥西、
　　　　　　大鳥中、大鳥東）

　 高清水地区
大澤　洋介（1 区、2 区、3 区、4 区、5 区、
　　　　　　6 区、7 区）
及川　正一（8 区、9 区、10 区、11 区、12 区、
　　　　　　13 区）

　 一 迫 地 区
狩野　和義（大館、竹の内、曽根、姫松南沢、畑）
黒澤　光啓（南沢、保呂羽、輝井、八幡）
佐藤　秀男（本町、中町、荒町、清水一、清水二、
　　　　　　本沢、一本松、狐崎１、狐崎２、
　　　　　　片子沢）
佐藤　一安（嶋躰、清水目、東町、金田中町、
　　　　　　新町、滝野、川北、大崩）
門傳　　仁（高橋下、高橋上、荒町下、荒町上、
　　　　　　大川口上、大川口下）

　 瀬 峰 地 区
大場　次郎（野沢、泉谷、下荒町、上荒町、牛渕、
　　　　　　川前、上富、下富、宮小路原、藤田）
米山　嘉彦（下田、下藤沢、瀬嶺、新田沢、
　　　　　　中藤沢、上藤沢、小深沢）

　 鶯 沢 地 区
菅原　英俊（秋法上、秋法下、八沢、日向）
狩野　正行（駒場上、駒場下）
佐々木和男（堰根、袋）

　 金 成 地 区
阿部　正一（宇南、沢辺上、沢辺下、姉歯上、
　　　　　　姉歯下、梨崎下沢辺、小堤）
多田　仁一（南一、南二、北、東、畑一、畑二）
佐藤　和朋（有壁一、有壁二、有壁三、上片馬合、
　　　　　　下片馬合）
千田　正敏（末野、藤渡戸、赤児、普賢堂）
菅原　正雄（小迫、岩崎平形、大原木）

　 志波姫地区
尾形陽一郎（宮中、山の上、里、新田）
千葉　和惠（南、北、上、中）
三浦　昭良（下、城内、町）
三浦　初男（十文字、荒町、橋本、熊谷、大平、
　　　　　　間海）
佐々木　弘（志波姫全域副担当）

　 花 山 地 区
狩野　善典（宿、程野、小豆畑）
千葉　優子（荒谷、大笹、上原）
千葉　幸雄（天ケ沢、座主、花山沢、北ノ前、
　　　　　　松ノ原、金沢、中村、浅布）

■　農地法に基づく許認可、遊休農地の解消、認定農業者等への農地の利用集積、農業者  
　年金への加入、そのほか農地に関するご相談は、各地区の担当農業委員または農業委員
　会事務局までお問い合わせください。

各地区を担当する農業委員をご紹介します！

｝
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い
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開
催
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ま
し
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。

　

今
回
は
、
農
業
委
員
改
選
後
の
初

め
て
の
招
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の
た
め
、
委
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長
及
び

副
委
員
長
の
選
任
を
行
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、
今
後
の
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協
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ま
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。
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議
後
の
研
修
で
は
、「
農
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産
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へ
の
放
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汚
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等
に
つ
い

て
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と
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し
、
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経
済
部
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ら
、
①
食
品
衛
生
法
の
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に
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く
食
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の
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関
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定
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②
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力
発
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踏
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中
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③
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の
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。
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に
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と
し

て
の
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等
を
検
討
す
る
た
め
、
ま

ず
、
農
業
委
員
全
体
で
研
修
を
行
う

べ
き
で
あ
る
。」
と
の
提
案
が
あ
り
、
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っ
た
な
し
の
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題
で
あ
る
た
め
、

運
営
委
員
会
で
研
修
の
内
容
等
を
協

議
し
、
早
期
に
開
催
す
る
こ
と
に
決

定
し
ま
し
た
。

　
栗
原
市
農
業
委
員
会
農
政
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
～ 

農
畜
産
物
へ
の
放
射
能
汚
染
状
況
の
研
修 

～
農政委員会（8月10日開催）

 

■
運
営
委
員
会
委
員
構
成

　

委　
員　
長　

門　

傳　
　
　

仁

　

副
委
員
長　

鈴　

木　

康　

則

　
委
　
　
員
　
大
　
場
　
次
　
郎

　
委
　
　
員
　
大
　
澤
　
洋
　
介

　
委
　
　
員
　
佐
々
木
　
　
　
弘

　
委
　
　
員
　
小
　
野
　
大
　
介

　
委
　
　
員
　
菅
　
原
　
英
　
俊

　

委　
　

員　

佐
々
木　

吉　

司

　
委
　
　
員
　
白
　
鳥
　
慎
　
悦

　

委　
　

員　

多　

田　

仁　

一

　

委　
　

員　

千　

葉　

幸　

雄

　

栗
原
市
農
業
委
員
会
の
活
動
方
針
、

総
会
議
案
、
各
種
委
員
研
修
会
等
に

つ
い
て
検
討
を
行
う
栗
原
市
農
業
委

員
会
運
営
委
員
会
を
平
成
23
年
８
月

18
日
に
、
栗
原
市
役
所
金
成
庁
舎
に

お
い
て
開
催
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
①
平
成
23
年
度
の
栗
原

市
農
業
委
員
会
総
会
開
催
予
定
に
つ

い
て
、
②
農
畜
産
物
の
放
射
能
汚
染

対
策
に
関
す
る
農
業
委
員
研
修
の
内

容
等
に
つ
い
て
、
③
各
農
地
部
会
に

お
け
る
農
業
委
員
研
修
に
つ
い
て
協

議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

中
で
も
農
畜
産
物
の
放
射
能
汚
染

対
策
に
関
す
る
農
業
委
員
研
修
の
内

容
に
つ
い
て
は
、「
政
府
の
原
子
力

損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
の
原
発
賠
償

の
中
間
指
針
の
中
で
、
宮
城
県
に
つ

い
て
は
、
農
産
物
の
風
評
被
害
の
範

囲
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
再
検
討
を

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
な
ど

の
意
見
が
あ
り
、
最
終
的
に
農
家
は
、

国
及
び
東
京
電
力
に
対
し
て
損
害
賠

償
を
求
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
た
め
、

今
後
の
国
の
対
応
に
つ
い
て
研
修
を

行
う
必
要
が
あ
り
、
国
会
議
員
と
の

意
見
交
換
等
を
主
な
内
容
と
し
て
、

９
月
の
上
旬
に
開
催
す
る
こ
と
に
決

定
し
ま
し
た
。

　
栗
原
市
農
業
委
員
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～ 

総
会
及
び
各
種
研
修
会
日
程
を
決
定 

～
運営委員会（8月18日開催）



くりはらし農業委員会だより5

農業者年金に加入しましょう ! 農業者年金は保険料の額を自由に決められる年金です。
詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。　電話　４２−１２３９

農地パトロールを実施します！農地パトロールを実施します！農地パトロールを実施します！

■　１年以上にわたって耕作されておらず、今後も耕作されないと見込まれる農地及び周辺の農地
　と比べて低利用となっている農地は、指導対象農地として農業委員会から所有者等に対し、農地
　をきちんと利用するよう指導を行います。
■　農業委員会からの指導に従わず、遊休農地を放っておくと農地法上の法的措置（農地の利用計
　画の届出、必要な措置の勧告等）がとられます。

■　長い間遊休農地の状態が続くと、その農地を耕作可能な状態に戻すためには、多大な経費と労
　力がかかります。
■　自ら耕作できないなど、農地の利用でお悩みの場合は、地区担当農業委員または農業委員会事
　務局までご相談ください。

農地パトロールは、遊休農地の把握と発生防止
及び農地の違反転用を防止するため、毎年同時
期に行っています。

■　農地法第３条の許可を受け、耕作のために農地の売買・贈与・賃借等の権利を取得しようとする場
　合は、取得後において５０アール（下限面積）以上の耕作面積を確保することが必要です。
■　これは、経営面積が少ないと生産性が低く、農業経営が効率的、安定的に継続することができない
　と見込まれるため、許可後の経営面積が５０アール以上ない場合は許可をすることができないとする
　ものです。
■　しかしながら、農地法では新規就農の促進や遊休農地の解消等のため、一定条件を満たす地区にお
　いては、農業委員会の決定により下限面積を引き下げ、別段の面積を定めることができることとなっ
　ており、栗原市農業委員会では次の地区に別段の面積を定めています。

　■　農業委員会は、毎年、下限面積（別段面積）の設定または修正の必要性について検討することになっ
　ており、栗原市農業委員会では平成２３年７月２５日に開催した平成２３年第３回栗原市農業委員会
　総会において審議を行い、変更は行わないこととしました。
■　下限面積（別段面積）の変更を行わない理由
　　平成２２年度の農地法第３０条の規定に基づく利用状況調査の結果、花山地区内の遊休農地率は　
　１.３％と低い状況であるため。

■　栗原市農業委員会では、９月下旬から 11月まで 農地パトロールを
　実施します。

遊休農地等に対しては農業委員会から指導を行います！

栗原市農業委員会が定める下限面積について栗原市農業委員会が定める下限面積について

遊休農地は早めの解消が重要です！

　　地  区  名　　　　　　別段の面積
栗原市花山地区　　　１０アール



　■ 少子・高齢時代に強い積立方式の年金です！
　■ 終身年金で８０歳までの保証付きです！
　■ 支払った保険料は全額社会保険料控除です！
　■ 一定の要件を満たす方は保険料の国庫補助も！
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任
期
満
了
に
伴
う
農
業
委
員
の
改

選
が
行
わ
れ
、
女
性
農
業
委
員
４
人

を
含
む
46
人
の
新
た
な
農
業
委
員
が

決
定
し
ま
し
た
。

　

今
期
は
、
栗
原
市
農
業
委
員
会
が

発
足
し
て
三
期
目
に
あ
た
り
、
私
た

ち
農
業
委
員
も
よ
り
効
率
的
・
効
果

的
な
委
員
会
活
動
を
展
開
し
て
ま
い

り
ま
す
。

　

さ
て
、
福
島
原
発
事
故
に
伴
う
放

射
能
汚
染
が
深
刻
な
問
題
と
な
り
、

農
畜
産
物
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、

我
々
農
家
は
、
不
安
と
苛
立
ち
が
募

る
ば
か
り
の
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま

す
。
国
及
び
東
京
電
力
に
よ
る
一
刻

も
早
い
対
策
と
補
償
を
願
っ
て
や
み

ま
せ
ん
。

　

最
後
に
、
農
業
委
員
会
だ
よ
り
の

発
行
に
つ
き
ま
し
て
は
、
皆
様
の
ご

意
見
等
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
よ
り

良
い
紙
面
に
な
る
よ
う
努
め
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
ご
愛
読
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。　
（
鈴
木
康
則
委
員
）

■
農
業
委
員
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

　

委　
員　
長　

鈴　

木　

康　

則

　

副
委
員
長　

白　

石　
　
　

晃

　

委　
　

員　

鈴　

木　

春　

江

　

委　
　

員　

菊　

池　

鐵　

郎

　

委　
　

員　

及　

川　

正　

一

　

委　
　

員　

佐　

藤　

一　

安

　

委　
　

員　

米　

山　

嘉　

彦

　

委　
　

員　

狩　

野　

正　

行

　

委　
　

員　

千　

田　

正　

敏

　

委　
　

員　

三　

浦　

昭　

良

　

委　
　

員　

狩　

野　

善　

典

編 

集 

後 

記

編 

集 

後 

記

農 業 委 員 会 か ら の お 知 ら せ

農地を転用する場合は許可が必要です

　■ 農地に住宅、工場、農業用施設（一定面積以上のもの）等を建設する場合
　■ 農地を駐車場、資材置場、私道として使用する場合
　■ 造林のため農地に植林する場合
　■ 農地を土木工事等に伴う現場事務所敷地、資材置場、残土置場等として一時的に使用する場合
　■ その他農地以外として永久的又は一時的に使用する場合　など
　

　■ 許可を受けずに農地の転用を行った場合は、工事の中止、農地への原状回復、その他違反
　 行為の是正のために必要な措置を命じられる場合があるのみならず、罰則（３年以下の懲役
　 または３００万円以下（法人は１億円以下）の罰金）が適用される場合があります。
　　※ 農地を耕作目的で利用するために、盛土や切土などの改良を加える場合は、「農地の現状
　　　 変更届」を提出しなければなりません。

栗原市農業委員会事務局　
　　℡４２－１２３９

農業者年金に加入しましょう 栗原市農業委員会事務局　℡４２－１２３９
ＪＡ栗っこ推進企画課　　℡２３－２１１５

国民年金の第１号被保険者で、年
間６０日以上農業に従事する、
６０歳未満の方なら、誰でもご加
入いただけます。

農地転用の具体例

無断転用は農地法違反です！！

農業者年金は老後生活をがっちりサポートします！！

　農地転用とは、農地を農地以外に使用することで、
都道府県知事の許可を受けなければ行えないことに
なっています。（申請面積が４㌶を超える場合は農
林水産大臣の許可が必要です。）


